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（１）令和２年度事業報告について

①　協議会開催状況

（１）阿波市デマンド型乗合交通の利用状況について

（２）阿波市デマンド型乗合交通の愛称について

②　委託業務

ａ　業務箇所　阿波市市場町興崎　市場老人福祉センター

ｂ　履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

ｃ　契約金額　￥６，９８７，２００※

ｄ　契 約 日　令和2年4月1日

ｅ　契 約 者　社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会（阿波市市場町興崎字北分60）

ａ　履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

ｂ　契約金額　￥５，４７８，０００※

ｃ　契 約 日　令和2年4月1日

ｄ　契 約 者　八幡交通有限会社（阿波市市場町切幡字池ノ本200-5）

ａ　履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

ｂ　契約金額　￥４，９１７，０００※

ｃ　契 約 日　令和2年4月1日

ｄ　契 約 者　有限会社土柱タクシー（阿波市阿波町南整理144-2）

ａ　履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

ｂ　契約金額　￥４，９１７，０００※

ｃ　契 約 日　令和2年4月1日

ｄ　契 約 者　有限会社土柱タクシー（阿波市阿波町南整理144-2）

ａ　履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

ｂ　契約金額　￥５，４７８，０００※

ｃ　契 約 日　令和2年4月1日

ｄ　契 約 者　八幡交通有限会社（阿波市市場町切幡字池ノ本200-5）

（１）阿波市地域公共交通の現状について

（２）阿波市デマンド型乗合交通の本格運行について

イ　阿波市デマンド型乗合交通運行業務

ア　阿波市デマンド型乗合交通予約センター運営業務

（その１）

回　数 協　　　　　議　　　　　事　　　　　項

（１）令和元年度事業報告及び決算報告について

（２）令和２年度事業計画（案）及び予算（案）について

１．令和２年度事業報告及び決算報告について

開催日

書面開催 第１回

令和2年9月29日

令和3年1月15日

（その２）

（その３）

（その４）

第２回

第３回

（３）阿波市デマンド型乗合交通の愛称募集について

（３）その他・・・利用登録状況及び利用状況について
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③　広報事業
ア　阿波市デマンド型乗合交通利用案内チラシの作成、配布
イ　出張説明会の開催　２回

④　阿波市デマンド型乗合交通利用状況　（令和３年３月３１日現在）
ア　利用登録者数　　　　　１，６８６人

a　町別登録者数

b　年代別登録者数

イ　運行予約数　　　　　　９，１１７件
a　年代・男女別予約数

b　曜日・乗車時間帯別予約数

9,117人

30人 34人 34人 35人 157人

1,702人 2,018人 1,783人 1,786人 1,828人

648人

72人 46人 60人 64人 58人 300人

169人 140人 131人 144人 754人

108人 196人 103人 145人 96人

178人 166人 163人 150人 187人 844人

155人 227人 171人 158人 159人 870人

219人 221人 235人 1,128人

190人 176人 178人 149人 840人

385人 427人 1,909人

287人 328人 313人 287人 302人 1,517人

15時代

16時代

17時代

18時代

計

320人

147人

170人

24人

9時代

10時代

11時代

12時代

13時代

14時代

水

391人 386人

209人 244人

計時間帯/曜日

7時代

計

1,686人

32人 31人 18人 36人

4,664人

389人

9,117人

木

7,261人

金

女性

2人

4人

303人

3人

0人

1,686人

2,303人

236人

年代

～10代

20代

30代

40代

計

313人

116人

10人

60代 47人

138人

431人

22人

279人

5人

4人

152人

3,942人

206人

150人

月 火

283人

2,890人

90代～

計

183人

1,856人

50代

男性

70代

80代

587人

722人

60代 70代 80代 90代～

112人

33人

～10代 20代 30代 40代 50代

71人60人 25人 11人 34人 507人 753人

336人 583人 512人

113人

吉野町 土成町 市場町 阿波町 計

255人
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ウ　乗車人数　　　　　　　９，１２３人

エ　運行日数　　　　　　　　　２４３日

オ　１日平均利用者数　　　　３７．５人

カ　乗降場所の状況
a　乗車利用（上位３件） b　降車利用（上位３件）

１ １

２ ２

３ ３

キ　月別利用状況の推移
a　令和元年度 （単位：人、日）

b　令和２年度 （単位：人、日）

ク　年度別利用状況

降車場所利用数乗車場所

鴨島駅

阿波病院

吉野川医療センター

346件

352件

707件

鴨島駅

運行予約数 6,827件 9,117件

１日平均 29.4人 37.5人

運行日数 240日 243日

乗車人数 7,058人 9,123人

令和元年度 令和２年度

19 20 1920 20 22 18 23 243

44.3 37.5

運行日数 21 18 22 21

36.0 37.7 40.4 40.9 37.3 41.4１日平均 30.5 29.7 35.6 37.6 37.7

768 819 710 746 1021 9,123

3月 計

乗車人数 642 535 784 791 755 721 831

9月 10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月

20 20 19 18 21 240

32.5 29.4

運行日数 20 19 20 22 21 19 21

33.4 31.8 34.8 37.1 37.1 36.1１日平均 15.8 20.5 22.5 26.8 25.1

697 743 705 650 683 7,058

3月 計

乗車人数 316 391 450 591 528 635 669

9月 10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月

吉野川医療センター 816件

321件

阿波病院 383件

利用数
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ケ　運行予約の状況
a　年代別予約数

b　乗車時間帯別予約数

c　曜日別予約数

コ　乗降場所の状況（令和元年度・令和２年度計）
a　乗車利用（上位５件） b　降車利用（上位５件）

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

マルナカ柿原店 527件 アワーズ 452件

アワーズ 393件 板東眼科 376件

阿波病院 685件 阿波病院 753件

JR鴨島駅 551件 JR鴨島駅 589件

乗車場所 利用数 降車場所 利用数

吉野川医療センター 1,255件 吉野川医療センター 1,408件

計 6,827件 9,117件 100.0%

金曜日 1,484件 1,828件 20.1%

木曜日 1,428件 1,786件 19.6%

水曜日 1,400件 1,783件 19.6%

火曜日 1,427件 2,018件 22.1%

月曜日 1,088件 1,702件 18.7%

時間帯/曜日 令和元年度 令和２年度
令和２年度
構成比率

計 6,827件 9,117件 100.00%

18時台 71件 157件 1.7%

17時台 259件 300件 3.3%

16時台 597件 648件 7.1%

15時台 524件 754件 8.3%

14時台 618件 844件 9.3%

13時台 717件 870件 9.5%

12時台 754件 840件 9.2%

11時台 876件 1,128件 12.4%

10時台 1,105件 1,517件 16.6%

9時台 1,278件 1,909件 20.9%

7時台 28件 150件 1.6%

時間帯/曜日 令和元年度 令和２年度
令和２年度
構成比率

計 6,827件 9,117件 100.00%

90代～ 125件 389件 4.27%

80代 3,776件 4,664件 51.16%

70代 2,199件 2,890件 31.70%

60代 436件 283件 3.10%

50代 82件 431件 4.73%

40代 56件 138件 1.51%

30代 5件 4件 0.04%

20代 0件 5件 0.05%

～10代 148件 313件 3.43%

年代 令和元年度 令和２年度
令和２年度
構成比率
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歳入

歳出

円

円

円（次年度へ繰越）

△ 6,466,000

0

0

阿波市負担金

0

△ 5,640,965

摘　　　　要

30,000,000

0

１事業費

運賃収入、利息

予算額
（ａ）

0

825,035

0

１繰越金 9,700,275

28,230,462

31,919,035

2,829,760

37,560,000

37,560,000

429,502

27,800,960

款

19,389,00025,855,000

0

項 目
決算額
（ｂ）

１負担金

３繰越金

１負担金

歳入合計 31,919,035

１事務費 5,560,000

４諸収入 １諸収入 １諸収入

合　　　計

１予備費

合　　　計

差引残額 3,688,573

１運営費 １会議費 １会議費

２事務費

３予備費 １予備費

28,230,462

２事業費

（２）令和２年度決算報告について

款 項
決算額
（ｂ）

予算額
（ａ）

2,000,000

２補助金 １補助金 １補助金

△ 9,329,538

△ 2,000,000

事務用品購入等

委託費

歳出合計

比較
(ｂ)-(ａ)

摘　　　　要

0

2,004,725

１負担金

（単位：円）

（単位：円）

△ 2,199,040

△ 5,130,498

１事業費

9,700,275１繰越金

比較
(ｂ)-(ａ)

目
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（１）令和３年度事業計画（案）について

①　委託業務

ア　阿波市デマンド型乗合交通運行業務（４台）

イ　阿波市デマンド型乗合交通予約センター運営業務

②　広報事業

ア　PR動画の変更及び放送

イ　利用促進活動

歳入 （単位：円）

歳出 （単位：円）

比較
（ｂ）-（ａ）

摘　　　　要

25,855,000 25,836,000 △ 19,000

款 項 目
前年度
予算額
（ａ）

本年度
予算額
（ｂ）

阿波市負担金

２補助金 １補助金 １補助金 0 0 0

１負担金 １負担金 １負担金

2,875,427 870,702

３繰越金 １繰越金 １繰越金 9,700,275 3,688,573 △ 6,011,702 前年度繰越金

運賃収入、利息

合　　　計 37,560,000 32,400,000 △ 5,160,000

４諸収入 １諸収入 １諸収入 2,004,725

款 項 目
前年度
予算額
（ａ）

摘　　　　要

１運営費 １会議費 １会議費 0 0

２事業費 １事業費 １事業費 30,000,000

２事務費 １事務費

本年度
予算額
（ｂ）

比較
（ｂ）-（ａ）

5,560,000 1,400,000 △ 4,160,000 ＰＲチラシ等

0

１予備費 2,000,000

30,000,000 0

1,000,000 △ 1,000,000

２．令和３年度事業計画(案)及び予算(案)について

（２）令和３年度予算（案）について

合　　　計 37,560,000 32,400,000 △ 5,160,000

委託費等

３予備費 １予備費
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３．「阿波市デマンド型乗合交通 あわめぐり」乗降場所の変更の取扱いについて

１ 目的

「阿波市デマンド型乗合交通 あわめぐり」の乗降場所について、変更の取扱いを定めるこ

とにより、適切に乗降場所を変更し、利用者の利便性向上を図ることを目的とする。

２ 乗降場所の変更の取扱い

（１）乗降場所の追加について

① 医療施設

新たに病院やクリニック等の医療施設が阿波市内に開業した場合は、対象施設の同意が得

られれば、協議会の審議を経なくとも乗降場所として追加することができる。

② 医療施設以外の施設等について

医療施設以外の施設等については、対象施設等の同意を得た上で、本協議会にて審議し、

乗降場所として追加する。

なお、阿波市地域公共交通活性化協議会規約第７条第２項の規定に基づき、会議の開催に

代えて、書面により委員の可否を求める場合がある。

（２）乗降場所の削除について

施設の種類を問わず、乗降場所とされている施設等が閉業した場合や、対象施設からの同

意が得られなくなった場合については、乗降場所から削除する。

（３）移転について

既に乗降場所として指定されている施設が移転した場合は、引き続き対象施設の同意が得

られれば、協議会の審議を経なくとも乗降場所の変更することができる。

３ 取扱いの適用

この取扱いは、令和３年６月１日から適用する。

- 8-



阿波市地域公共交通活性化協議会規約 

 

（設置） 

第１条 阿波市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）の作成及び

実施に関し必要な協議を行うため設置する。 

（事務所の位置） 

第２条 協議会の事務所は、阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1 阿波市役所内に置く。 

（所掌事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 形成計画の作成及び変更の協議に関すること。 

（２） 形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

（３） 形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（４） 形成計画の評価に関すること。 

（５） 前４号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 協議会の委員は２５人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 形成計画を作成しようとする地方公共団体を代表する者 

（２） 関係する公共交通事業者等、道路管理者、その他形成計画に定めようとする事 

業を実施すると見込まれる者 

（３） 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他市長が必要 

と認める者 

２ 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会長１人 

（２） 副会長１人 

（３） 監事２人 

３ 会長又は副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、 

前任者の残任期間とする。 

２  委員は、再任されることができる。 

（役員の選任及び職務） 

第６条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）において委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 副会長及び監事は、第４条第１項に規定する委員の中から会長が指名する。 
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

５ 監事は、協議会の会計の監査を行い、当該監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（会議） 

第７条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後、最初に開催される会議

は、市長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、会長

が必要と認めるときは、会議の開催に代えて、書面により議事に対する委員の可否を求め

ることができる。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、

あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもっ

て当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。第２項ただし書の規定により、書面により議事に対する委員の可否を求めた場合も

同様とする。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しく

は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（協議会の承認事項） 

第８条 次に掲げる重要な事項は、協議会の承認を経なければならない。 

（１） 協議会の予算及び決算に関すること。 

（２） 規約の制定及び改廃に関すること。 

（３） 第３条に規定する事項に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、重要と認められる事項 

（協議結果の取扱い） 

第９条 協議会において協議が整った事項について、協議会の構成員はその協議の結果を

尊重しなければならない。 

（幹事会） 

第１０条 協議会は、協議会に提案する事項について協議又は調整をするため、必要に応じ

幹事会を置くことができる。 

（分科会） 

第１１条 協議会は、第３条に規定する事項について専門的な調査又は検討を行うため、必

要に応じ分科会を置くことができる。 

（事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 
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２ 事務局は、阿波市企画総務部企画総務課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第１３条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務の委任） 

第１５条 協議会は、第３条に定める所掌事項に係る契約その他の財務に関する事務の一

部を阿波市に委任できるものとする。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１６条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを清算する。 

（その他） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成 29 年 2 月 20 日から施行する。 

２ 最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第５条の規定にかかわらず、平成 30 年 7 月

31 日までとする。 
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